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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自律走行可能な自律走行体と、この自律走行体を誘導するビーコン装置とを備え、被写
体を撮像可能な走行体装置であって、
　前記ビーコン装置は、被写体に向けるべき設定方向が予め設定されているとともに、前
記自律走行体をこのビーコン装置に誘導する誘導信号を、前記設定方向に対して所定角度
の方向に向けて送信する送信手段を備え、
　前記自律走行体は、
　被写体を撮像する撮像手段を有する本体ケースと、
　この本体ケースを走行可能とする駆動輪と、
　この駆動輪の駆動を制御することで前記本体ケースを自律走行させる制御手段と、
　前記送信手段により送信された前記誘導信号を受信する受信手段とを備え、
　前記制御手段は、前記受信手段により受信した前記誘導信号に沿って前記ビーコン装置
に接近するように前記本体ケースを走行させるとともに、前記本体ケースが前記ビーコン
装置に対して所定距離の位置となったときに前記設定方向を前記撮像手段により撮像する
撮像モードを有している
　ことを特徴とした走行体装置。
【請求項２】
　制御手段は、撮像モード時に、本体ケースを走行させることにより撮像手段を前記設定
方向に向ける
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　ことを特徴とした請求項１記載の走行体装置。
【請求項３】
　制御手段は、撮像モードで本体ケースがビーコン装置に対して所定距離の位置となった
ときに撮像手段を前記所定角度旋回させる
　ことを特徴とした請求項１または２記載の走行体装置。
【請求項４】
　制御手段は、撮像モードで本体ケースがビーコン装置に対して所定距離の位置となった
ときに、前記ビーコン装置を回避して前記本体ケースを前記設定方向に走行させる
　ことを特徴とした請求項１記載の走行体装置。
【請求項５】
　自律走行体は、障害物を検出する障害物検出手段を備え、
　制御手段は、撮像モードで本体ケースがビーコン装置に対して所定距離の位置となった
ときに、前記障害物検出手段により前記ビーコン装置の一側方に障害物を検出しないとき
には、前記ビーコン装置の一側方へと前記本体ケースを走行させた後、このビーコン装置
に沿って前記本体ケースを前記設定方向へと走行させ、前記障害物検出手段により前記ビ
ーコン装置の一側方に障害物を検出したときには、前記ビーコン装置の他側方へと前記本
体ケースを走行させた後、このビーコン装置に沿って前記本体ケースを前記設定方向へと
走行させる
　ことを特徴とした請求項４記載の走行体装置。
【請求項６】
　制御手段は、撮像モードで本体ケースがビーコン装置に対して所定距離の位置となった
ときに、撮像手段を一定角度ずつ旋回させながら撮像する
　ことを特徴とした請求項１または２記載の走行体装置。
【請求項７】
　自律走行体は、ビーコン装置の送信手段から送信される誘導信号と異なる外部信号を受
信可能な外部信号受信手段を備え、
　制御手段は、撮像モードで前記外部信号受信手段により受信した外部信号に応じて撮像
手段を旋回させる前記所定角度を変化させる
　ことを特徴とした請求項３記載の走行体装置。
【請求項８】
　自律走行体は、被掃除面を掃除する掃除部、および、外部からの撮像指示信号を受信す
る信号受信手段を備え、
　制御手段は、前記掃除部により掃除をする掃除モード中に前記撮像指示信号を前記信号
受信手段により受信した場合には、前記掃除部による掃除を中断して撮像モードに移行す
る
　ことを特徴とした請求項１ないし７いずれか一記載の走行体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、自律走行可能な自律走行体と、この自律走行体を誘導するビーコ
ン装置とを備えた走行体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えばセンサなどを用いて障害物などを検出しつつ、被掃除面としての床面上を
自律走行しながら床面を掃除する、いわゆる自律走行型の電気掃除機(掃除ロボット)が知
られている。近年、このような電気掃除機を用いて、外出中の自宅の様子(例えば窓が開
けたままになっていないか、電気が点いたままになっていないかなど)やペットの様子な
どを監視および確認できるように、この電気掃除機を携帯端末によって遠隔操作して室内
を走行させ、室内の様子をカメラによって撮像できるようにしたシステムがある。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－９２７６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記のようなシステムの場合、所望の位置を撮影するために予め室内の間取りやレイア
ウトなどをシステムに入力しておく必要があり、必ずしも使い勝手が良好であるとはいえ
ない。
【０００５】
　本発明が解決しようとする課題は、撮像手段を容易かつ確実に被写体に向けてこの被写
体を撮像可能な走行体装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　実施形態の走行体装置は、自律走行可能な自律走行体と、この自律走行体を誘導するビ
ーコン装置とを備え、被写体を撮像可能な走行体装置である。ビーコン装置は、被写体に
向けるべき設定方向が予め設定されている。また、このビーコン装置は、自律走行体をこ
のビーコン装置に誘導する誘導信号を、設定方向に対して所定角度の方向に向けて送信す
る送信手段を備える。自律走行体は、本体ケースと、駆動輪と、制御手段と、受信手段と
を備える。本体ケースは、被写体を撮像する撮像手段を有する。駆動輪は、本体ケースを
走行可能とする。制御手段は、駆動輪の駆動を制御することで本体ケースを自律走行させ
る。受信手段は、送信手段により送信された誘導信号を受信する。そして、制御手段は、
受信手段により受信した誘導信号に沿ってビーコン装置に接近するように本体ケースを走
行させるとともに、本体ケースがビーコン装置に対して所定距離の位置となったときに設
定方向を撮像手段により撮像する撮像モードを有している。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】第１の実施形態の走行体装置の自律走行体の動作を模式的に示す平面図である。
【図２】(a)は同上走行体装置の自律走行体の内部構造を示すブロック図、(b)は同上走行
体装置のビーコン装置の内部構造を示すブロック図である。
【図３】同上走行体装置を示す斜視図である。
【図４】同上自律走行体を下方から示す平面図である。
【図５】同上ビーコン装置による自律走行体の誘導原理を模式的に示す平面図である。
【図６】同上走行体装置の制御の一部を示すフローチャートである。
【図７】第２の実施形態の走行体装置の制御の一部を示すフローチャートである。
【図８】第３の実施形態の走行体装置の自律走行体の動作を模式的に示す平面図である。
【図９】同上走行体装置の制御の一部を示すフローチャートである。
【図１０】同上走行体装置の自律走行体による充電装置の回避動作の制御を示すフローチ
ャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、第１の実施形態の構成を図面を参照して説明する。
【０００９】
　図１ないし図５において、10は走行体装置としての電気掃除装置を示し、この電気掃除
装置10は、自律走行体としての電気掃除機本体11と、この電気掃除機本体11の充電用の基
地部となるとともに電気掃除機本体11を誘導するビーコン装置としての充電装置(充電台)
12とを備えている。そして、電気掃除機本体11は、例えば部屋Ｒ内などに配置された中継
手段としてのアクセスポイント14との間でＢｌｕｅｔｏｏｔｈ(登録商標)などの無線通信
を用いて通信(送受信)することにより、インターネットなどの(外部)ネットワーク15を介
して図示しない外部装置と無線通信可能となっている。
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【００１０】
　この電気掃除機本体11は、本実施形態において、被掃除面としての床面上を自律走行(
自走)しつつ床面を掃除する、いわゆる自走式のロボットクリーナである。そして、この
電気掃除機本体11は、走行・掃除部として、中空状の本体ケース20、この本体ケース20内
に収容された動作部(掃除部)としての電動送風機21、この電動送風機21の吸込側に連通す
る集塵部22、例えば走行用の複数(一対)の駆動部としての駆動輪23，23、これら駆動輪23
，23を駆動させる動作部としての駆動手段であるモータ24，24、旋回用の旋回輪25、本体
ケース20の下部に床面に沿って旋回可能に配置された例えば複数(一対)の旋回清掃部(掃
除部)としての補助掃除手段であるサイドブラシ26，26、これらサイドブラシ26，26を旋
回させる動作部(掃除部)としての旋回駆動手段であるサイドブラシモータ27，27、本体ケ
ース20の下部に回転可能に配置された回転清掃体(掃除部)としての掃除手段である回転ブ
ラシ28、および、この回転ブラシ28を回転駆動させる動作部(掃除部)としての回転駆動手
段であるブラシモータ29などを備えている。また、この電気掃除機本体11は、入出力・制
御部として、各種センサを有する動作部としてのセンサ部31、受信手段としての走行体側
受信手段である受光部32、走行体側送信手段である発光部33、入力操作手段および表示手
段の機能を有するタッチパネル34、撮像手段としてのカメラ35、無線通信手段である無線
ＬＡＮデバイス36、および、回路基板などにより構成された制御手段37などを備えている
。そして、この電気掃除機本体11には、上記の各部に対して給電する二次電池39を本体ケ
ース20内に備えている。なお、以下、電気掃除機本体11(本体ケース20)の走行方向に沿っ
た方向を前後方向(図３などに示す矢印FR，RR方向)とし、この前後方向に対して交差(直
交)する左右方向(両側方向)を幅方向として説明する。
【００１１】
　本体ケース20は、例えば合成樹脂などにより平坦な円柱状(円盤状)などに形成されてお
り、円形状の下面の幅方向の中央部の後部寄りの位置に、幅方向に長手状、すなわち横長
の吸込口41が開口されている。また、この本体ケース20には、カメラ35が配置されている
。
【００１２】
　吸込口41は、集塵部22を介して電動送風機21の吸込側と連通している。また、この吸込
口41には、回転ブラシ28が回転可能に配置されている。
【００１３】
　電動送風機21は、駆動により負圧を発生させて吸込口41から集塵部22へと塵埃を吸い込
むもので、例えば吸込側を後方に向けて、かつ、軸方向を前後方向(水平方向)に沿わせて
本体ケース20の内部に収容されている。なお、この電動送風機21は、例えば回転ブラシ28
などによって集塵部22へと塵埃を掻き上げる構成などの場合には不要となることもあり、
必須の構成ではない。
【００１４】
　集塵部22は、電動送風機21の駆動により吸込口41から吸い込まれた塵埃を捕集するもの
であり、例えば本体ケース20の後部に位置しており、本体ケース20に対して着脱可能とな
っている。
【００１５】
　各駆動輪23は、電気掃除機本体11(本体ケース20)を床面上で前進方向および後退方向に
走行(自律走行)させる、すなわち走行用のものであり、左右幅方向に沿って図示しない回
転軸を有する円盤状に形成されている。また、これら駆動輪23は、本体ケース20の下部の
前後方向の中心付近の位置にて、吸込口41の両側方に幅方向に互いに離間されて配置され
ており、幅方向に対称な位置となっている。
【００１６】
　各モータ24は、例えば駆動輪23のそれぞれに対応して配置されており、各駆動輪23を独
立して駆動させることが可能となっている。これらモータ24は、各駆動輪23に直接接続さ
れていてもよいし、ギヤ、あるいはベルトなどの図示しない伝達手段を介して各駆動輪23
と接続されていてもよい。
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【００１７】
　旋回輪25は、本体ケース20の幅方向の略中央部で、かつ、前部に位置しており、床面に
沿って旋回可能な従動輪である。
【００１８】
　各サイドブラシ26は、放射状に突出して床面と接触する複数(例えば３つ)の清掃体とし
てのブラシ毛43をそれぞれ有している。そして、サイドブラシ26，26は、本体ケース20に
て駆動輪23，23の前方でかつ旋回輪25の後方の両側方の位置に配置されている。
【００１９】
　各サイドブラシモータ27は、各サイドブラシ26を、本体ケース20の幅方向中心側へと、
換言すれば右側のサイドブラシ26を左側へと、左側のサイドブラシ26を右側へと、すなわ
ち各サイドブラシ26により塵埃を吸込口41側へと掻き集めるようにそれぞれ回転可能であ
る。
【００２０】
　なお、これらサイドブラシ26およびサイドブラシモータ27は、電動送風機21あるいは回
転ブラシ28により充分に掃除できれば必須の構成ではない。
【００２１】
　回転ブラシ28は、長尺状に形成され、吸込口41の幅方向両側部に両端部が回動可能に軸
支されている。そして、この回転ブラシ28は、吸込口41から本体ケース20の下面の下方へ
と突出しており、電気掃除機本体11を床面上に載置した状態で下部が床面に接触して塵埃
を掻き取るように構成されている。
【００２２】
　ブラシモータ29は、本体ケース20の内部に収容されており、機構部としての図示しない
ギヤ機構を介して回転ブラシ28と接続されている。
【００２３】
　なお、これら回転ブラシ28およびブラシモータ29は、電動送風機21あるいはサイドブラ
シ26，26により充分に掃除できれば必須の構成ではない。
【００２４】
　また、センサ部31は、例えばモータ24の回転数を測定する光エンコーダなどの回転数セ
ンサ、壁や家具などの障害物を検出する赤外線センサなどの障害物検出手段(障害物セン
サ(測距センサ))、床面の段差などを検出する赤外線センサなどの段差検出手段(段差セン
サ)、および、充電装置12などへの衝突防止用の赤外線センサなどの衝突防止検出手段(衝
突防止センサ)などの機能を備え、本体ケース20の上部、外周部(前部および後部)および
下部などの各部に配置されている。
【００２５】
　受光部32は、充電装置12から発光された赤外線などを検出することで充電装置12の位置
を推定するためのものであり、例えば本体ケース20の外周部前部の左右方向の中央部に対
して左右に離間された位置に、左側受光部32Lおよび右側受光部32Rが配置されている。こ
れら受光部32L，32Rは、例えば左右対称に配置されている。
【００２６】
　発光部33は、充電装置12へと赤外線などを発光するものであり、例えば本体ケース20の
上部に配置されている。
【００２７】
　タッチパネル34は、使用者が各種設定を直接入力可能であるとともに、電気掃除機本体
11に関する各種情報を表示するものであり、例えば本体ケース20の上部に配置されている
。
【００２８】
　カメラ35は、本体ケース20の所定方向、本実施形態では前方から前方上部に亘る領域の
画像を撮像するデジタルスチルカメラで、例えば本体ケース20の前部の左右方向の中央部
にて本体ケース20の外周部あるいは上部など、すなわち本体ケース20の正面部に配置され
ている。そして、このカメラ35は、撮像した画像をデータ化して制御手段37に出力するこ
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とが可能である。
【００２９】
　無線ＬＡＮデバイス36は、アクセスポイント14およびネットワーク15を介して外部装置
と無線通信をするためのものである。したがって、この無線ＬＡＮデバイス36を介して、
ネットワーク15から各種情報を受信したり、例えばスマートフォンなどの外部装置(外部
端末)から各種情報を入力したりすることが可能となっている。すなわち、この無線ＬＡ
Ｎデバイス36は、外部装置からネットワーク15を介してアクセスポイント14から送信され
た外部信号を受信する外部信号受信手段および信号受信手段の機能を有している。
【００３０】
　制御手段37は、制御手段本体であるＣＰＵ、このＣＰＵによって読み出されるプログラ
ムなどの固定的なデータを格納した格納部であるＲＯＭ、プログラムによるデータ処理の
作業領域となるワークエリアなどの各種メモリエリアを動的に形成するエリア格納部であ
るＲＡＭ、例えばカメラ35で撮像した画像データを記憶する記憶手段であるメモリ、現在
の日時などのカレンダ情報を計時するタイマなどを備えている。この制御手段37は、電動
送風機21、各モータ24、各サイドブラシモータ27、ブラシモータ29、センサ部31、受光部
32、発光部33、タッチパネル34、カメラ35、および、無線ＬＡＮデバイス36などと電気的
に接続され、センサ部31による検出結果に基づいて、電動送風機21、各モータ24、各サイ
ドブラシモータ27、ブラシモータ29などの駆動を制御する掃除モードと、充電装置12を介
して二次電池39の充電を行う充電モードと、外部信号に応じてカメラ35による撮像を行う
撮像モードと、動作待機中の待機モードとを有している。
【００３１】
　二次電池39は、電動送風機21、各モータ24、各サイドブラシモータ27、ブラシモータ29
、センサ部31、受光部32、発光部33、カメラ35、無線ＬＡＮデバイス36および制御手段37
などに給電するものである。そして、この二次電池39は、例えば本体ケース20の下面の旋
回輪25の両側すなわち前部に露出する充電端子45と電気的に接続されている。
【００３２】
　一方、充電装置12は、ビーコン装置ケースとしての充電装置ケース51、この充電装置ケ
ース51に収容された充電回路52、この充電回路52と電気的に接続された充電用端子53、商
用電源と接続される電源コード54、例えば赤外線などにより充電装置12の位置情報などの
各種信号を出力する送信手段としてのビーコン装置側送信手段である充電装置発光部55、
電気掃除機本体11の発光部33からの発光を受信するビーコン装置側受信手段である充電装
置受光部56、例えば赤外線などにより充電装置12の周囲に衝突防止信号SSを出力するビー
コン装置側送出手段である充電装置発信部57、および、これら充電装置発光部55、充電装
置受光部56および充電装置発信部57などの動作をそれぞれ制御するビーコン装置制御手段
である充電装置制御手段58などを備えている。
【００３３】
　充電装置ケース51(充電装置12)は、例えば上部に、被写体Ｐに向けるべき設定方向を指
示する方向指示手段59を備え、部屋Ｒを区画する壁部Ｗの近傍など、掃除の妨げにならな
い位置で、かつ、被写体Ｐに対して方向指示手段59により示された方向が向くように配置
されている。
【００３４】
　ここで、方向指示手段59は、本実施形態では例えば方向を示す矢印とするが、例えばそ
の示す方向の面などに配置されたアイコンなどのマークなどとすることもできるし、例え
ば充電装置ケース51の一部の色を変えて方向を示したり、充電装置ケース51の形状によっ
て方向を示したりすることなども可能である。すなわち、方向指示手段59とは、予め充電
装置12に被写体Ｐに向けるべき設定方向を設定するものである。したがって、方向指示手
段59とは、設定方向を使用者が特定できれば、充電装置12に予め備わっている構造物や形
状などをそのまま利用してもよい。
【００３５】
　充電回路52は、充電用端子53に充電端子45が接続された電気掃除機本体11の二次電池39



(7) JP 6266331 B2 2018.1.24

10

20

30

40

50

を充電する定電流回路などである。
【００３６】
　充電用端子53は、充電装置ケース51の下部に露出しており、充電装置12へと移動(帰還)
した電気掃除機本体11の充電端子45が機械的および電気的に接続されるものである。
【００３７】
　電源コード54は、充電回路52、充電装置発光部55、充電装置受光部56、充電装置発信部
57および充電装置制御手段58と電気的に接続されており、壁部Ｗなどに設置されたコンセ
ントと接続されることで、商用電源から給電可能とするものである。
【００３８】
　充電装置発光部55は、方向指示手段59により指示される方向に対して所定の関係を有す
る方向(所定角度をなす方向)、本実施形態では、方向指示手段59により指示される方向に
対して９０°交差する方向に向けて電気掃除機本体11へと赤外線などを発光するものであ
り、例えば充電装置ケース51の側部の中央部に互いに離間された位置に、充電装置左側発
光部55Lおよび充電装置右側発光部55Rが配置されている。なお、この充電装置発光部55は
、常時発光していてもよいし、例えば電気掃除機本体11の発光部33からの発光を充電装置
受光部56により受光したときに発光してもよい。
【００３９】
　充電装置受光部56は、電気掃除機本体11の発光部33から発光された赤外線などを検出す
ることで電気掃除機本体11と充電装置12との位置関係を把握するためのものであり、例え
ば充電装置ケース51の上部に配置されている。
【００４０】
　充電装置発信部57は、例えば充電装置12を中心とする所定半径(例えば３０ｃｍ程度)の
位置に、電気掃除機本体11がそれ以上接近しないようにするための衝突防止信号SSを出力
するものであり、例えば充電装置ケース51の上部の中央部などに配置されている。
【００４１】
　充電装置制御手段58は、例えば充電装置発光部55から発光する赤外線信号を生成したり
、充電装置受光部56により受信した電気掃除機本体11の発光部33からの赤外線信号を処理
したりするものである。そして、この充電装置制御手段58は、充電回路52を介して二次電
池39を充電するための充電モードと、電気掃除機本体11をカメラ35による撮像が可能な位
置へと誘導する撮像モードと、動作待機中の待機モードとを有している。
【００４２】
　次に、上記第１の実施形態の動作を、図６に示すフローチャートも参照しながら説明す
る。
【００４３】
　一般に、自律走行型の電気掃除機本体11は、電気掃除機本体11が掃除をする掃除作業と
、充電装置12によって二次電池39を充電する充電作業とに大別されるが、本実施形態では
、これら作業に加えて、被写体Ｐ(例えば檻Ｃに入れられた犬などのペット)を撮像する撮
像作業を行う。
【００４４】
　(掃除作業)
　電気掃除機本体11は、予め設定された掃除開始時刻となると、待機モードから掃除モー
ドとなった制御手段37が電動送風機21、駆動輪23，23(モータ24，24)、サイドブラシ26，
26(サイドブラシモータ27，27)および回転ブラシ28(ブラシモータ29)などを駆動させ、例
えば充電装置12から離脱して、駆動輪23，23により床面上を自律走行しながら掃除を開始
する。なお、掃除の開始位置は、電気掃除機本体11の走行開始位置、あるいは部屋Ｒの出
入り口など、任意の場所に設定可能である。
【００４５】
　走行中、制御手段37は、センサ部31を介して例えば掃除領域の周囲を囲む壁部や掃除領
域内の障害物などとの距離、および、床面の段差などを検出することで電気掃除機本体11
(本体ケース20)の走行状態を監視し、このセンサ部31からの検出に対応して駆動輪23，23



(8) JP 6266331 B2 2018.1.24

10

20

30

40

50

(モータ24，24)を駆動させることで、障害物や段差などを回避しながら電気掃除機本体11
を床面上で走行させる。
【００４６】
　そして、この電気掃除機本体11は、旋回駆動されたサイドブラシ26，26により塵埃を吸
込口41へと掻き集め、電動送風機21の駆動によって発生した負圧が集塵部22を介して作用
した吸込口41により、床面上の塵埃を空気とともに吸い込む。また、回転駆動された回転
ブラシ28が床面の塵埃を集塵部22へと掻き取る。
【００４７】
　吸込口41から空気とともに吸い込まれた塵埃は、集塵部22に分離捕集され、塵埃が分離
された空気は電動送風機21に吸い込まれ、この電動送風機21を冷却した後、排気風となっ
て本体ケース20に設けられた図示しない排気口から外部へと排気される。
【００４８】
　掃除領域の掃除が完了した、または、二次電池39の容量が所定量まで低下して掃除を完
了させるのに不足している(二次電池39の電圧が放電終止電圧近傍まで低下している)など
の所定条件時には、制御手段37は、発光部33から掃除モードを終了して充電モードに移行
したい旨の信号を送信する。この信号を充電装置受光部56で受光した充電装置12は、充電
装置制御手段58が充電装置発光部55から電気掃除機本体11を充電装置12へと帰還(移動)さ
せるように誘導する帰還信号を送信する。そして、この帰還信号を受光部32により受信し
た電気掃除機本体11は、制御手段37により駆動輪23，23(モータ24，24)を駆動させて充電
装置12へと所定距離接近するように走行する。このように、電気掃除機本体11の受光部32
および発光部33と充電装置12の充電装置発光部55および充電装置受光部56との間での送受
信の繰り返しにより電気掃除機本体11を漸次接近させ、この充電装置12まで移動(帰還)し
た状態で充電用端子53に充電端子45を(機械的および電気的に)接続させ、各部を停止させ
て掃除作業を終了する。
【００４９】
　(充電作業)
　充電装置12に電気掃除機本体11が接続された後、所定のタイミング、例えば予め設定さ
れた充電開始時刻となったとき、あるいは電気掃除機本体11が充電装置12に接続されてか
ら所定時間が経過したときなどに、制御手段37および充電装置制御手段58はそれぞれ充電
モードに移行して充電回路52を駆動させ、二次電池39の充電を開始する。そして、二次電
池39の電圧が所定の使用可能電圧まで上昇したと判断すると、制御手段37および充電装置
制御手段58が充電回路52による充電を停止させて充電作業を終了し、制御手段37および充
電装置制御手段58がそれぞれ待機モードとなる。
【００５０】
　(撮像作業)
　制御手段37は、外部装置からネットワーク15を介して送信されたカメラ35での撮像を指
示する外部信号である撮像指示信号を、アクセスポイント14を介して無線ＬＡＮデバイス
36により受信したかどうかを例えばリアルタイム、あるいは所定時間毎に判断する(ステ
ップ１)。なお、外部装置と電気掃除機本体11との無線通信については、例えば外部装置
毎、および、電気掃除機本体11毎にＩＤおよびパスワードなどを設定して接続時に認証を
要求することで、不正な信号に関しては受信できないようにすることが好ましい。
【００５１】
　このステップ１において、外部装置からネットワーク15を介して送信されたカメラ35で
の撮像を指示する外部信号である撮像指示信号を無線ＬＡＮデバイス36により受信したと
判断したときには、まず、制御手段37が、そのモードに拘らず二次電池39の残容量を検出
して、二次電池39の残容量が、カメラ35による撮像が可能な撮像可能容量であるかどうか
を判断する(ステップ２)。なお、以下、撮像可能容量とは、例えば被写体Ｐを撮像する所
定の撮像位置までの往復が可能で、かつ、カメラ35による撮像および撮像した画像データ
を無線ＬＡＮデバイス36を介してネットワーク15から外部装置へと送信可能な容量とする
。
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【００５２】
　そして、ステップ２において、二次電池39の残容量が撮像可能容量でないと判断した場
合には、制御手段37が無線ＬＡＮデバイス36を用いて例えば外部装置に撮像不可能である
ことを報知し(ステップ３)、撮像指示信号を無視してステップ１に戻る。
【００５３】
　一方、ステップ２において、二次電池39の残容量が撮像可能容量以上であると判断した
場合には、制御手段37(および充電装置制御手段58)は、モードを判断する(ステップ４)。
【００５４】
　このステップ４において、充電モードまたは待機モードであると判断した場合には、制
御手段37は駆動輪23，23(モータ24，24)を駆動させ、電気掃除機本体11を例えば充電装置
12から所定距離(例えば３０ｃｍ以上)離間させて(ステップ５)、撮像モードに移行する(
ステップ６)。
【００５５】
　一方、ステップ４において、掃除モードであると判断した場合には、制御手段37は、例
えば電動送風機21、サイドブラシ26，26(サイドブラシモータ27，27)および回転ブラシ28
(ブラシモータ29)の駆動を停止させて掃除を中断し(ステップ７)、ステップ６に進んで撮
像モードに移行する。
【００５６】
　そして、ステップ６の撮像モードにおいては、まず、電気掃除機本体11の発光部33から
充電装置12に向けて撮像モードである旨の信号を送信する(ステップ８)。充電装置12では
、電気掃除機本体11から撮像モードである旨の信号を受信したときに、充電装置制御手段
58が撮像モードに移行し、充電装置発光部55の充電装置左側発光部55Lおよび充電装置右
側発光部55Rからそれぞれ誘導信号SL，SRを出力するとともに、充電装置発信部57から所
定の衝突防止信号SSを出力する。本実施形態では、例えば被写体Ｐの正面方向(図１の上
下方向)に対して交差する方向に向けて、充電装置発光部55の充電装置左側発光部55Lおよ
び充電装置右側発光部55Rからそれぞれ誘導信号SL，SRを出力する。換言すれば、誘導信
号SL，SRによる充電装置12への電気掃除機本体11の誘導方向が、被写体Ｐに向かう方向に
対して交差(直交)する方向となっている。これら誘導信号SL，SRは、例えば互いにコード
を異ならせたり、あるいは同コードの信号を時分割で出力したりすることにより、電気掃
除機本体11側で識別可能となっている。したがって、ステップ８の後、制御手段37は、充
電装置12側からの応答があるかどうかを判断し(ステップ９)、所定時間応答がない場合に
は、制御手段37が駆動輪23，23(モータ24，24)を駆動させて電気掃除機本体11(本体ケー
ス20)を走行させ(ステップ10)、ステップ８に戻る。このステップ10の制御は、ステップ
９において充電装置12側からの応答がないということが、電気掃除機本体11からの信号が
充電装置12に受信されていない、または、充電装置12からの応答を電気掃除機本体11が受
信できない位置にあるものと想定し、電気掃除機本体11(本体ケース20)を部屋Ｒ内でさま
よわせて、充電装置12が信号を受信できる位置、あるいは充電装置12からの信号を受信で
きる位置を探すものである。したがって、このステップ10において、電気掃除機本体11(
本体ケース20)は、例えばその位置で旋回させたり、ランダムに走行させたり、所定半径
の円に沿って走行させたりすることで、充電装置12とのやり取りが可能な位置を見つけ出
すことができる。
【００５７】
　一方、ステップ９において、充電装置12側からの応答があったと判断した場合には、制
御手段37は駆動輪23，23(モータ24，24)を駆動させ、誘導信号SL，SRにしたがって充電装
置12へと所定距離接近するように電気掃除機本体11(本体ケース20)を走行させる(ステッ
プ11)。
【００５８】
　このとき、誘導信号SL，SRは、図５に示すように、例えば充電装置左側発光部55Lから
充電装置12の正面に向かって左側の領域に放射状(長楕円状)に出力されるとともに、充電
装置右側発光部55Rから充電装置12の正面に向かって右側の領域に放射状(長楕円状)に出
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力される。具体的に、電気掃除機本体11(本体ケース20)は、例えば最初に誘導信号SLのみ
を受光部32の左側受光部32Lで受信した場合には、相対的に左方向に向かって走行し、最
初に誘導信号SRのみを受光部32の右側受光部32Rで受信した場合には、相対的に右方向に
向かって走行するように駆動輪23，23(モータ24，24)を駆動制御する。そして、電気掃除
機本体11(本体ケース20)は、誘導信号SLを左側受光部32Lによって受信し、かつ、誘導信
号SL，SRを右側受光部32Rによって受信する位置を走行するように駆動輪23，23(モータ24
，24)を駆動制御することで、誘導信号SL，SRが互いに重なる領域(例えば１０～２０ｃｍ
程度の幅)に沿って直線状に充電装置12に向かって走行できる。
【００５９】
　次いで、制御手段37は、衝突防止信号SSをセンサ部31によって受信したかどうかにより
、電気掃除機本体11が充電装置12に対して所定距離の位置になったかどうかを判断する(
ステップ12)。ここで、衝突防止信号SSは、例えば充電装置12を中心とする所定半径(例え
ば３０ｃｍ)の円内に出力され、この半径の内側に電気掃除機本体11が入らないように設
定されている。そして、このステップ12において、電気掃除機本体11が充電装置12に対し
て所定距離の位置になっていないと判断したときには、ステップ９に戻る。また、このス
テップ12において、電気掃除機本体11が充電装置12に対して所定距離の位置になったと判
断したときには、その位置で走行を停止し(ステップ13)、駆動輪23，23(モータ24，24)の
駆動を制御して方向指示手段59により指示される方向、すなわち被写体Ｐに向けて本体ケ
ース20をカメラ35とともに所定角度(例えば９０°)旋回させ、図１に示すように、本体ケ
ース20の前部に配置され充電装置12を向いていたカメラ35を被写体Ｐの方向に向けて静止
画像を撮像し、この画像データをメモリに記憶するとともに、無線ＬＡＮデバイス36によ
ってネットワーク15を介して外部装置へと送信する(ステップ14)。すなわち、方向指示手
段59により指示される方向を被写体Ｐに向けて充電装置12を設置していることにより、こ
の指示される方向をカメラ35によって撮像すると、被写体Ｐが撮像されることとなる。な
お、本体ケース20の旋回角度は、センサ部31により検出した左右のモータ24，24の回転数
差により制御手段37が判断する。
【００６０】
　そして、撮像が終了したら、制御手段37は発光部33から撮像モードを終了したい旨の撮
像終了信号を送信する(ステップ15)。そして、この撮像終了信号を充電装置12の充電装置
受光部56により受信すると、充電装置制御手段58が充電装置発信部57からの衝突防止信号
SSの出力を停止する(ステップ16)。また、制御手段37は撮像モードに移行する直前のモー
ドを判断する(ステップ17)。
【００６１】
　このステップ17において、充電モードまたは待機モードであったと判断したときには、
制御手段37が掃除作業時と同様に電気掃除機本体11を充電装置12に帰還させ、充電装置制
御手段58とともに充電モードに移行する(ステップ18)。
【００６２】
　一方、ステップ17において、掃除モードであった(掃除モードを中断して撮像モードに
移行した)と判断したときには、制御手段37が二次電池39の容量が残りの掃除に要する容
量と比較して充分であるかどうかを判断し(ステップ19)、容量が充分と判断したときには
制御手段37が電動送風機21、サイドブラシ26，26(サイドブラシモータ27，27)および回転
ブラシ28(ブラシモータ29)を駆動させて掃除に復帰し(ステップ20)、容量が不充分と判断
したときには、ステップ18に進み、掃除作業時と同様に電気掃除機本体11を充電装置12に
帰還させて充電モードに移行する。なお、撮像モードに移行する直前のモードに拘らず、
撮像モードが終了した場合には必ず充電モードに移行するように制御してもよい。この場
合、二次電池39の充電が終了した後には、例えばそのまま待機モードに移行してもよいし
、この充電の後、撮像モードに移行する直前のモードが掃除モードであった場合にのみ、
掃除に復帰してもよい。
【００６３】
　すなわち、電気掃除機本体を被写体の近傍の所定位置まで充電装置からの誘導信号によ
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り単に誘導するだけでは、電気掃除機本体の本体ケースの前部に搭載したカメラによって
充電装置を撮像することとなる。このため、充電装置を被写体の正面などに配置して、被
写体を充電装置ごと撮像するようにすることが考えられるものの、この場合でも撮像した
画像中に映り込んだ充電装置により被写体の撮像が妨げられる。そこで、上記第１の実施
形態では、撮像モードで本体ケース20(電気掃除機本体11)が充電装置12に対して所定距離
の位置となったときにカメラ35を本体ケース20とともに充電装置12に予め設定された、被
写体Ｐに向けるべき設定方向、本実施形態では方向指示手段59により指示される方向に向
けて所定角度旋回させることにより、その方向に位置する被写体Ｐにカメラ35を向けるこ
とができ、電気掃除機本体11を所定位置(撮像位置)まで確実に誘導しつつ、誘導した充電
装置12を撮像することなく、被写体Ｐのみを確実にカメラ35で撮像できる。
【００６４】
　なお、上記の撮像作業(撮像モード)においては、二次電池39の電力を有効利用するため
に電動送風機21、サイドブラシ26，26(サイドブラシモータ27，27)および回転ブラシ28(
ブラシモータ29)などの掃除部の駆動を停止させたが、二次電池39の残容量に余裕がある
場合にはこれらを動作させて同時に掃除をしてもよい。
【００６５】
　次に、第２の実施形態を図７を参照して説明する。なお、上記第１の実施形態と同様の
構成および作用については、同一符号を付してその説明を省略する。
【００６６】
　この第２の実施形態は、上記第１の実施形態の撮像モードにおいて、カメラ35で撮像す
る際に、カメラ35を向ける方向を所定角度ずつ旋回させながら撮像するものである。
【００６７】
　すなわち、ステップ13の後、制御手段37は、駆動輪23，23(モータ24，24)の駆動を制御
して本体ケース20をカメラ35とともに所定角度回動させてカメラ35により静止画像を撮像
し、この画像データをメモリに記憶するとともに、無線ＬＡＮデバイス36によってネット
ワーク15を介して外部装置へと送信する(ステップ31)。次いで、制御手段37は、本体ケー
ス20(カメラ35)が所定の最大回動角度、例えば３６０°以上回動したかどうかを判断する
(ステップ32)。このステップ32において、最大回動角度以上回動したと判断した場合には
、ステップ15に進み、最大回動角度以上回動していないと判断した場合には、ステップ31
に戻る。なお、カメラ35により撮像した画像データは、撮像する毎に外部装置に送信する
他に、全ての撮像が終了してからまとめて外部装置に送信してもよい。
【００６８】
　このように、上記第２の実施形態によれば、撮像モードでカメラ35を本体ケース20とと
もに所定角度ずつ旋回させながら撮像することにより、被写体Ｐだけでなく、被写体Ｐの
周囲の部屋Ｒの状況をもカメラ35で撮像できる。この結果、被写体Ｐを異なる角度から撮
像した画像を得ることができるとともに、被写体Ｐの様子だけでなく、例えば外出中の自
宅の様子(例えば窓が開けたままになっていないか、電気が点いたままになっていないか
など)をも監視および確認できる。
【００６９】
　なお、上記各実施形態では、本体ケース20ごとカメラ35を回動させたが、例えばカメラ
35を本体ケース20に対して別個に回動可能に設け、カメラ35のみを回動させてもよい。こ
の場合には、カメラ35の向きを検出する向き検出手段などを設けて、カメラ35の向きを制
御手段37により監視できるようにすることが好ましい。
【００７０】
　また、カメラ35を回動させる際の所定角度は、撮像モードで使用者による外部装置から
の入力操作に応じた外部信号を制御手段37が無線ＬＡＮデバイス36により受信したときに
、その外部信号に応じて変化させてもよい。この場合には、使用者が必要と考える位置を
より確実にカメラ35によって撮像でき、使い勝手がより向上する。
【００７１】
　以上説明した少なくとも１つの実施形態によれば、電気掃除機本体11を所定位置へと充
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電装置12よって確実に誘導しつつ、被写体Ｐを確実に捉えた画像を得ることができる。
【００７２】
　また、制御手段37は、撮像モード時に、電気掃除機本体11(本体ケース20)を旋回させる
ことによりカメラ35を設定方向(方向指示手段59により指示された方向)に向けるので、本
体ケース20を走行させるための走行輪23，23(モータ24，24)をカメラ35の向きを変えるた
めにそのまま用いることができ、カメラ35の向きを変えるための別途の構成や制御が不要
で、構成および制御をより簡略化できる。
【００７３】
　次に、第３の実施形態を図８ないし図１０を参照して説明する。なお、上記各実施形態
と同様の構成および作用については、同一符号を付してその説明を省略する。
【００７４】
　この第３の実施形態は、上記第１の実施形態において、例えば被写体Ｐの正面方向(図
８の上下方向)に沿って、充電装置12の充電装置発光部55の充電装置左側発光部55Lおよび
充電装置右側発光部55Rからそれぞれ誘導信号SL，SRを出力し、撮像モードにおいてカメ
ラ35で撮像する際に、本体ケース20を旋回させる制御に代えて、制御手段37が、充電装置
12を回避して充電装置12に予め設定された、被写体Ｐに向けるべき設定方向(方向指示手
段59により指示される方向)に電気掃除機本体11(本体ケース20)を走行させることでカメ
ラ35を被写体Ｐに向けるものである。
【００７５】
　すなわち、本実施形態では、方向指示手段59により指示される方向に対して、充電装置
発光部55(各発光部55L，55R)から誘導信号SL，SRを送信する方向が反対方向(１８０°の
方向)となっている。このため、本実施形態では、上記第１の実施形態のステップ14に代
えて、電気掃除機本体11(本体ケース20)が充電装置12を回避し、この充電装置12に沿って
設定方向に走行することによって本体ケース20の前部に配置されたカメラ35を被写体Ｐの
方向に向け、カメラ35によって静止画像を撮像し、この画像データをメモリに記憶すると
ともに、無線ＬＡＮデバイス36によってネットワーク15を介して外部装置へと送信する(
ステップ41)。
【００７６】
　このときの電気掃除機本体11による充電装置12の回避動作としては、例えば電気掃除機
本体11が、充電装置12の一側方(例えば図８中の左側など)に障害物があるかどうかをセン
サ部31により検出し(ステップ45)、障害物がないと判断した場合には、制御手段37が駆動
輪23，23(モータ24，24)の駆動を制御して、電気掃除機本体11(本体ケース20)を充電装置
12の一側方へと所定距離走行させた後、この充電装置12に沿って設定方向に走行させる(
ステップ46)。一方、ステップ45において、充電装置12の一側方に障害物があると判断し
た場合には、制御手段37が駆動輪23，23(モータ24，24)の駆動を制御して、電気掃除機本
体11(本体ケース20)を充電装置12の他側方(例えば図８中の右側など)へと所定距離走行さ
せた後、この充電装置12に沿って設定方向に走行させる(ステップ47)。すなわち、電気掃
除機本体11(本体ケース20)が充電装置12をクランク状(Ｌ字状)に避けて被写体Ｐに接近す
る。これは、図８に示すように、充電装置12が一般的に部屋Ｒの壁部Ｗの近傍に配置され
ていることを想定した回避動作である。
【００７７】
　このように、上記第３の実施形態によれば、撮像モードで本体ケース20(電気掃除機本
体11)が充電装置12に対して所定距離の位置となったときに、充電装置12を回避して設定
方向に本体ケース20(電気掃除機本体11)を走行させることにより、カメラ35を被写体Ｐに
向けることができ、電気掃除機本体11を所定位置(撮像位置)まで確実に誘導しつつ、誘導
した充電装置12を撮像することなく、被写体Ｐのみを確実にカメラ35で撮像できる。
【００７８】
　特に、制御手段37は、撮像モードで本体ケース20(電気掃除機本体11)が充電装置12に対
して所定距離の位置となったときに、センサ部31により充電装置12の一側方に障害物(壁
部Ｗ)を検出しないときには、この充電装置12の一側方へと本体ケース20(電気掃除機本体
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11)を走行させた後、この充電装置12に沿って本体ケース20(電気掃除機本体11)を設定方
向へと走行させ、センサ部31により充電装置12の一側方に障害物(壁部Ｗ)を検出したとき
には、充電装置12の他側方へと本体ケース20(電気掃除機本体11)を走行させた後、この充
電装置12に沿って本体ケース20(電気掃除機本体11)を設定方向へと走行させるので、複雑
な制御を要することなく、充電装置12を容易かつ確実に回避して被写体Ｐにカメラ35を確
実に向けることができる。
【００７９】
　しかも、自律走行可能な電気掃除機本体11においては、障害物を回避して自律走行する
ためのセンサ部31を一般的に備えているため、このセンサ部31を利用することで、構成を
複雑化することなく充電装置12の回避動作が容易に可能になる。
【００８０】
　なお、上記第３の実施形態を、上記第１の実施形態または第２の実施形態と組み合わせ
てもよい。すなわち、充電装置12から誘導信号SL，SRを出す方向に応じて電気掃除機本体
11がカメラ35を被写体Ｐに向ける動作を異ならせてもよい。
【００８１】
　また、上記各実施形態において、撮像手段としては、静止画像を撮像するカメラ35以外
でも、例えば動画を撮像するデジタルビデオカメラなどでもよい。
【００８２】
　さらに、二次電池39の充電作業中に撮像指示信号を受信した場合には、二次電池39が所
定容量(例えば被写体Ｐまでの往復が可能な容量、あるいは満充電など)まで充電されるま
での間待機し、充電した後に撮像モードに移行してもよい。
【００８３】
　また、電気掃除機本体11に自律走行体の機能を持たせたが、自律走行体としては、掃除
をするものに限られず、単にカメラ35を用いて撮像するためのものなどとしてもよい。
【００８４】
　そして、電気掃除機本体11(自律走行体)を所定位置に誘導するためのビーコン装置の機
能を充電装置12に持たせたが、充電装置12とは別個にビーコン装置を備えていてもよい。
【００８５】
　さらに、撮像モード中に例えば電気掃除機本体11がネットワーク15(アクセスポイント1
4)との通信の死角に入ってしまった場合など、このネットワーク15と無線ＬＡＮデバイス
36との通信が途切れた場合には、その位置で電気掃除機本体11を停止させたり、所定位置
まで自律走行させた後に電気掃除機本体11を停止させたりしてもよい。
【００８６】
　また、無線ＬＡＮデバイス36を用いた無線通信は電力を消費するため、二次電池39の電
力を用いている状態、すなわち掃除中などには、無線ＬＡＮデバイス36による通信を抑制
することが好ましい。したがって、掃除モード中に撮像指示信号を受信した場合には、無
線ＬＡＮデバイス36を用いてネットワーク15を介して現在掃除中である旨を使用者に報知
し、撮像指示信号を無視するように制御し、電気掃除機本体11が充電装置12に接続されて
いる充電モードまたは待機モード時にのみ、撮像モードへの移行を可能としてもよい。
【００８７】
　そして、外部装置を介して撮像指示信号を受信したときに撮像モードに移行したが、例
えば予め記憶した所定時刻になると自動的に撮像モードに移行するようにしてもよい。
【００８８】
　さらに、撮像モードにおいてカメラ35で撮像した画像データは、外部装置に送信せず、
メモリに記憶しておき、使用者が所望のときに確認できるようにしておいてもよい。
【００８９】
　以上説明した少なくとも１つの実施形態によれば、受光部32(受光部32L，32R)により受
信した誘導信号SL，SRに沿って充電装置12に接近するように本体ケース20(電気掃除機本
体11)を走行させるとともに、本体ケース20(電気掃除機本体11)が充電装置12に対して所
定距離の位置となったときにカメラ35により設定方向(方向指示手段59により指示される
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方向)を撮像することで、電気掃除機本体11を所定位置(撮像位置)まで確実に誘導しつつ
、誘導した充電装置12を撮像することなく、設定方向に位置する被写体Ｐのみを確実にカ
メラ35で撮像できる。そして、その画像データを外部装置に送信することで、外部装置を
用いて外部から室内の被写体Ｐの様子を容易かつ確実に監視できる、使い勝手が良好な電
気掃除装置10を提供できる。
【００９０】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
。
【符号の説明】
【００９１】
　10　　走行体装置としての電気掃除装置
　11　　自律走行体としての電気掃除機本体
　12　　ビーコン装置としての充電装置
　20　　本体ケース
　23　　駆動輪
　31　　障害物検出手段の機能を有するセンサ部
　32　　受信手段としての受光部
　35　　撮像手段としてのカメラ
　36　　外部信号受信手段および信号受信手段の機能を有する無線ＬＡＮデバイス
　37　　制御手段
　55　　送信手段としての充電装置発光部
　Ｐ　　被写体
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